
伊 丹 市 都 市 景 観 形 成 助 成 金 交 付 要 綱  

 

(趣 旨 ) 

第 １ 条  こ の 要 綱 は ， 伊 丹 市 都 市 景 観 条 例 （ 平 成 １ ８ 年 条 例 第 ４ １

号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） 第 ３ ５ 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 の 規 定 に

基 づ き ， 都 市 景 観 の 形 成 の た め に 必 要 な 行 為 を 行 う も の に 対 し ，

都 市 景 観 形 成 助 成 金 （ 以 下 「 助 成 金 」 と い う 。 ） を 交 付 す る こ と

に 関 し ， 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

(用 語 の 定 義 ) 

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 使 用 す る 用 語 の 意 義 は ， 条 例 及 び 兵 庫 県

の 古 民 家 再 生 促 進 支 援 事 業 実 施 要 領 に お い て 使 用 す る 用 語 の 意 義

の 例 に よ る 。  

(助 成 金 の 交 付 対 象 ) 

第 ３ 条  助 成 金 の 交 付 対 象 は ， 次 の 各 号 の 区 分 に 応 じ ， 当 該 各 号 に

掲 げ る 行 為 と す る 。  

⑴   一 般 タ イ プ  次 に 掲 げ る 要 件 の い ず れ か に 該 当 す る 行 為  

ア  景 観 重 要 建 造 物 （ 景 観 法 (平 成 １ ６ 年 法 律 第 １ １ ０ 号 。 以

下 「 法 」 と い う 。 )第 １ ９ 条 第 １ 項 の 景 観 重 要 建 造 物 を い う 。

以 下 同 じ 。 ） の 外 観 の 維 持 及 び 保 全 に 係 る も の  

イ  景 観 重 要 樹 木 (法 第 ２ ８ 条 第 １ 項 の 景 観 重 要 樹 木 を い う 。

以 下 同 じ 。 )の 維 持 及 び 保 全 に 係 る も の  

ウ  都 市 景 観 形 成 建 築 物 の 保 全 整 備 で ， 条 例 第 ３ １ 条 の 規 定

に よ る 保 全 整 備 計 画 に 適 合 す る も の  

エ  重 点 区 域 （ 条 例 第 ９ 条 の 重 点 区 域 （ 伊 丹 郷 町 地 区 を 除

く 。 ） 以 下 同 じ 。 ） に お け る 高 さ １ ５ メ ー ト ル 以 下 の 建 築

物 等 の 新 築 ・ 増 築 ・ 改 築 ・ 移 転 ・ 修 繕 ・ 模 様 替 え 又 は 外 観

の 色 彩 の 変 更 で ， 景 観 計 画 に 定 め ら れ た 当 該 区 域 の 景 観 の

形 成 の 方 針 及 び 基 準 並 び に 行 為 の 制 限 に 関 す る 事 項 に 適 合

す る も の  

オ  重 点 区 域 に お け る 屋 外 広 告 物 の 整 備 で ， 景 観 計 画 に 定 め



ら れ た 当 該 区 域 で の 屋 外 広 告 物 の 表 示 及 び 屋 外 広 告 物 を 掲

出 す る 物 件 の 設 置 に 関 す る 行 為 の 制 限 に 関 す る 事 項 に 適 合

す る も の  

カ  法 第 ８ １ 条 の 規 定 に よ り 締 結 し た 景 観 協 定 で 定 め た 区 域

に お け る 屋 外 広 告 物 の 整 備 （ オ の 行 為 を 除 く 。 ） で ， 同 条

第 ２ 項 ホ の 基 準 に 適 合 す る も の  

キ  重 点 区 域 に お け る 空 地 （ ２ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 の 空 地 に

限 る 。 ） の 整 備 で ， 従 前 の 都 市 景 観 形 成 道 路 沿 道 の 地 域 景

観 を 再 形 成 す る も の  

ク  ア か ら キ に 掲 げ る も の の ほ か ， 木 竹 の 植 栽 そ の 他 で ， 市

長 が 都 市 景 観 の 形 成 の た め 特 に 定 め る も の  

⑵   古 民 家 再 生 促 進 支 援 タ イ プ (県 随 伴 型 ) 次 に 掲 げ る 要 件 を 満

た す 改 修 工 事  

ア  兵 庫 県 が 実 施 す る 古 民 家 再 生 促 進 支 援 事 業 (以 下 「 県 事 業 」

と い う 。 )の 採 択 を 受 け た 住 宅 又 は 受 け る 見 込 み の 住 宅  

イ  景 観 重 要 建 造 物 又 は 都 市 景 観 形 成 建 築 物  

ウ  イ に 掲 げ る も の で ， 改 修 内 容 が 建 築 物 の 価 値 を 損 な わ な

い も の  

エ  地 域 等 と の 連 携 が 図 ら れ ， 持 続 可 能 な 活 用 が 見 込 ま れ る

と 認 め ら れ る も の  

オ  一 定 の 耐 震 性 を 確 保 す る も の  

カ  都 市 計 画 法 （ 昭 和 ４ ３ 年 法 律 第 １ ０ ０ 号 ） ， 建 築 基 準 法

（ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ０ １ 号 ） ， そ の 他 関 係 法 令 を 遵 守 す

る も の  

キ  改 修 の 後 ， 地 域 交 流 施 設 等 の 地 域 の 活 性 化 に 資 す る 用 途

に １ ０ 年 以 上 活 用 さ れ る も の  

（ 助 成 金 の 交 付 対 象 者 ）  

第 ４ 条  助 成 金 の 交 付 の 対 象 と な る 者 は ， 前 条 各 号 に 掲 げ る 行 為 を 行

う も の で 当 該 保 全 整 備 等 を 行 う 事 に つ い て 権 限 を 有 す る 者 と す る 。  

(助 成 金 の 額 ) 



第 ５ 条  助 成 金 の 額 は ， 毎 年 度 の 予 算 の 範 囲 内 に お い て ， 別 表 第 １ 及

び 別 表 第 ２ に 掲 げ る 対 象 物 及 び 経 費 の 種 別 に 応 じ て ， 同 表 に 定 め

る 助 成 率 に よ り 算 出 し た 額 （ そ の 額 に 千 円 未 満 の 端 数 が あ る と き

は ， こ れ を 切 り 捨 て た 額 ） 又 は 助 成 限 度 額 の い ず れ か 低 い 額 と す

る 。  

２  前 項 の 助 成 金 の 額 （ 国 の 社 会 資 本 整 備 事 業 の 採 択 を 受 け た も の は

国 か ら の 交 付 金 を 受 け る 額 を 差 し 引 い た 額 。 ） は ， 同 一 敷 地 内 の

交 付 対 象 に つ い て ， ３ ０ ０ 万 円 （ 景 観 重 要 建 造 物 に あ っ て は ， ５

０ ０ 万 円 ） を 超 え な い も の と す る 。  

３  第 １ 項 の 助 成 金 の 額 は ， 申 請 の あ っ た 時 か ら 過 去 ２ ０ 年 間 に お い

て こ の 要 綱 に よ る 助 成 金 の 交 付 を 受 け た も の に あ っ て は ， 同 項 の

額 か ら 当 該 交 付 を 受 け た 助 成 金 の 額 を 差 し 引 い て 得 た 額 と す る 。  

(助 成 金 の 交 付 の 申 請 ) 

第 ６ 条  助 成 金 の 交 付 を 申 請 し よ う と す る 者 は ， あ ら か じ め ， 都 市 景

観 形 成 助 成 金 交 付 申 請 書 （ 様 式 第 １ 号 。 以 下 「 申 請 書 」 と い う 。 ）

に 別 表 第 ３ に 定 め る 書 類 を 添 え て ， 市 長 に 申 請 し な け れ ば な ら な

い 。  

(助 成 金 の 交 付 の 決 定 ) 

第 ７ 条  市 長 は ， 前 条 の 申 請 が あ っ た と き は ， そ の 内 容 を 審 査 し ， 助

成 金 の 交 付 を 決 定 し た と き は ， 都 市 景 観 形 成 助 成 金 交 付 決 定 通 知

書 （ 様 式 第 ２ 号 ） に よ り ， 助 成 金 の 交 付 を 決 定 し な か っ た と き は ，

そ の 旨 を 記 載 し た 文 書 に よ り 申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

(申 請 事 項 の 変 更 ， 中 止 又 は 廃 止 ) 

第 ８ 条  前 条 の 規 定 に よ り 交 付 の 決 定 を 受 け た 者 （ 以 下 「 交 付 決 定 者 」

と い う 。 ） は ， 申 請 書 に 記 載 し た 事 項 を 変 更 し ， 中 止 し ， 又 は 廃

止 し よ う と す る と き は ， 直 ち に ， 変 更 の 場 合 は 都 市 景 観 形 成 助 成

金 申 請 事 項 変 更 申 請 書 （ 様 式 第 ３ 号 。 以 下 「 変 更 申 請 書 」 と い

う 。 ） に ， 中 止 又 は 廃 止 の 場 合 は 都 市 景 観 形 成 助 成 金 交 付 対 象 行

為 の 中 止 （ 廃 止 ） 申 請 書 （ 様 式 第 ４ 号 ） に そ れ ぞ れ 別 表 第 ３ に 定

め る 書 類 を 添 え て ， 市 長 に 提 出 し ， そ の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら



な い 。  

２  市 長 は ， 前 項 の 申 請 に 対 し ， 申 請 事 項 を 承 認 す べ き と 認 め た と き

は ， そ の 旨 を 都 市 景 観 形 成 助 成 金 申 請 事 項 変 更 承 認 通 知 書 （ 様 式 第

５ 号 ） 又 は 都 市 景 観 形 成 助 成 金 交 付 対 象 行 為 中 止 （ 廃 止 ） 承 認 通 知

書 （ 様 式 第 ６ 号 ） に よ り ， 申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 交 付 決 定 額 の 変 更 ）  

第 ９ 条  交 付 決 定 者 は ， 助 成 金 の 交 付 決 定 に 係 る 行 為 に つ い て 当 該 行

為 の 経 費 の 額 に 変 更 が 生 じ る 場 合 は ， 直 ち に ， 都 市 景 観 形 成 助 成 金

変 更 交 付 申 請 書 （ 様 式 第 ７ 号 ） に 別 表 第 ３ に 定 め る 添 付 書 類 を 添 え

て ， 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  市 長 は ， 前 項 の 規 定 に よ る 申 請 を 審 査 し ， 助 成 金 の 変 更 を 決 定 し

た と き は ， 都 市 景 観 形 成 助 成 金 交 付 決 定 変 更 通 知 書 （ 様 式 第 ８ 号 ）

に よ り ， 助 成 金 の 変 更 を 決 定 し な か っ た と き は ， そ の 旨 を 記 載 し た

文 書 に よ り 申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

 (行 為 完 了 の 報 告 ) 

第 １ ０ 条  交 付 決 定 者 は ， 助 成 金 交 付 決 定 に 係 る 行 為 を 完 了 し た と き

は ， 速 や か に 都 市 景 観 形 成 助 成 金 交 付 対 象 行 為 完 了 報 告 書 （ 様 式

第 ９ 号 ） に 別 表 第 ３ に 定 め る 書 類 を 添 え て ， 市 長 に 提 出 し な け れ

ば な ら な い 。  

(助 成 金 の 額 の 確 定 ) 

第 １ １ 条  市 長 は ， 前 条 の 規 定 に よ る 報 告 を 受 け た 場 合 は ， 当 該 報 告

に 係 る 行 為 の 内 容 が 助 成 金 の 交 付 決 定 の 内 容 に 適 合 す る も の で あ

る か ど う か を 審 査 し ， 適 合 す る と 認 め た と き は ， 交 付 す べ き 助 成

金 の 額 を 確 定 し ， 都 市 景 観 形 成 助 成 金 交 付 額 確 定 通 知 書 （ 様 式 第

１ ０ 号 ） に よ り ， 交 付 決 定 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

(助 成 金 の 請 求 ) 

第 １ ２ 条  助 成 金 の 請 求 は ， 助 成 対 象 行 為 が 完 了 し た 日 か ら ３ ０ 日 以

内 又 は 当 該 年 度 の ３ 月 末 日 ま で の い ず れ か 早 い 日 ま で に ， 都 市 景

観 形 成 助 成 金 請 求 書 （ 様 式 第 １ １ 号 ） に ， 別 表 第 ３ に 定 め る 書 類

を 添 え て 市 長 に 提 出 す る も の と す る 。  



(助 成 の 対 象 の 適 正 管 理 ) 

第 １ ３ 条  助 成 の 対 象 と な っ た 建 築 物 等 ， 空 地 ， 木 竹 又 は 屋 外 広 告 物

に つ い て 権 利 を 有 す る 者 は ， 当 該 建 築 物 等 ， 空 地 ， 木 竹 又 は 屋 外

広 告 物 の 適 正 管 理 に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

２  古 民 家 再 生 促 進 支 援 タ イ プ (県 随 伴 型 )に お け る 助 成 金 の 交 付 を 受

け た 者 (以 下 「 古 民 家 再 生 事 業 者 」 と い う 。 )は ， 助 成 金 の 交 付 対

象 の 古 民 家 再 生 に 係 る 建 築 物 の 改 修 工 事 の 完 了 の 日 か ら １ ０ 年 の

間 ， 事 業 完 了 の 翌 年 度 及 び 翌 年 度 か ら ３ 年 ご と の １ ２ 月 ２ ０ 日 ま

で に ， 当 該 事 業 に 係 る 活 用 状 況 に つ い て 改 修 建 築 物 活 用 状 況 等 報

告 書 （ 様 式 第 １ ２ 号 ） に 別 表 第 ３ に 定 め る 書 類 を 添 え て 市 長 に 報

告 し な け れ ば な ら な い 。  

３  古 民 家 再 生 事 業 者 は ,事 業 の 完 了 の 日 か ら １ ０ 年 の 間 に 助 成 の 対

象 と な っ た 建 築 物 の 使 途 を 変 更 し ， 中 止 し ， 又 は 廃 止 し よ う と す

る 場 合 は ， あ ら か じ め 市 長 と 協 議 し て 同 意 を 得 な け れ ば な ら な い 。  

（ 交 付 決 定 の 取 消 し ）  

第 １ ４ 条  市 長 は ， 交 付 決 定 者 が ， 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と

認 め た と き は ， 当 該 交 付 決 定 の 全 部 又 は 一 部 を 取 り 消 す こ と が で

き る 。  

⑴   こ の 要 綱 の 規 定 に 違 反 し た と き 。  

⑵   偽 り そ の 他 不 正 な 手 段 に よ り 助 成 金 の 交 付 を 受 け た と き 。  

２  市 長 は ， 前 項 の 取 消 し を 行 っ た 場 合 は ， そ の 旨 を 都 市 景 観 形 成 助

成 金 交 付 決 定 取 消 通 知 書 （ 様 式 第 １ ３ 号 ） に よ り ， 当 該 取 消 し に

係 る 交 付 決 定 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 助 成 金 の 返 還 ）  

第 １ ５ 条  市 長 は ， 助 成 金 の 交 付 決 定 の 全 部 又 は 一 部 を 取 り 消 し た 場

合 に お い て は ， 当 該 取 消 し に 係 る 助 成 金 が 既 に 交 付 さ れ て い る と

き は ， 期 間 を 定 め て そ の 返 還 を 求 め る も の と す る 。  

（ 細 則 ）  

第 １ ６ 条  こ の 要 綱 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は ,市 長 が 別 に 定 め る 。  

   付  則  



こ の 要 綱 は ， 昭 和 ６ ０ 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し ， 第 ３ 条

第 ２ 号 及 び 第 ３ 号 の 規 定 は ， 別 に 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。 （ 「 伊 丹 市

都 市 景 観 形 成 助 成 金 交 付 要 綱 の 一 部 の 施 行 期 日 を 定 め る こ と に つ い て 」

に よ り ， 平 成 ２ 年 ３ 月 １ 日 施 行 ）  

   付  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は ， 平 成 １ ７ 年 １ 月 １ ７ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 要 綱 に よ る 改 正 後 の 伊 丹 市 都 市 景 観 形 成 助 成 金 交 付 要 綱 の 規

定 は ， 平 成 １ ７ 年 １ 月 １ ７ 日 以 後 に 着 手 す る 行 為 に つ い て 適 用 し ，

同 日 前 に 着 手 し た 行 為 に 係 る 助 成 金 に つ い て は ， な お 従 前 の 例 に

よ る 。  

 

付  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は ， 平 成 １ ８ 年 １ ２ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 要 綱 に よ る 改 正 後 の 伊 丹 市 都 市 景 観 形 成 助 成 金 交 付 要 綱 の 規

定 は ， 平 成 １ ８ 年 １ ２ 月 １ 日 以 後 に 着 手 す る 行 為 に つ い て 適 用 し ，

同 日 前 に 着 手 し た 行 為 に 係 る 助 成 金 に つ い て は ， な お 従 前 の 例 に

よ る 。  

 

付  則  

(施 行 期 日 ) 

こ の 要 綱 は ， 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

付  則  

(施 行 期 日 ) 

こ の 要 綱 は ， 令 和 ２ 年 １ 月 １ ４ 日 か ら 施 行 す る 。  

 



付  則  

(施 行 期 日 ) 

こ の 要 綱 は ， 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  



別表第１(⑴ 一般タイプ) 

対象物の種別 経費の種別 助成率 
助成限度額 

（千円） 

建

築

物

等 

第３条第１

号ア及びウ

に係るもの 

基本設計及び実施設計に係る経費 

１／２ 

１，０００ 

建築物の修繕に係る工事費のうち外観に係る

経費 
３，０００ 

(景観重要建造物

にあっては，５，

０００) 

門，塀，擁壁又は石垣の修繕に係る工事費の

うち外観に係る経費 

建築設備の隠ぺいの工事に係る経費 

５００ 金網又はさくの修繕に係る工事費のうち外観

に係る経費 

第３条第１

号エに係る

もの  

基本設計及び実施設計に係る経費 

１／２ 

１，０００ 

建築物の新築・増築・改築・修繕・模様替等

に係る工事費のうち外観に係る経費 

３，０００ 門，塀，擁壁又は石垣の新設・増築・改築・

修繕・模様替等に係る工事費のうち外観に係

る経費 

建築設備の隠ぺいの工事に係る経費 

５００ 金網又はさくの新築・増築・改築・修繕・模

様替等に係る工事費のうち外観に係る経費 

外観の過半にわたる色彩の変更に係る経費 １，０００ 

景観重要樹木 

第３条第１号イ

に係るもの 

樹木医の診断及び治療に係る経費 

樹木の移植に係る経費 
１／２ ３００ 

空 地 

第３条第１号キ

に係るもの 

空地の整備に係る経費（土地使用料，光熱水

費及び道具類等購入費を除く。） 
１／２ ５００ 

屋 外 広 告 物 

第３条第１号オ

及びカに係るも

の 

常時継続して屋外で公衆に表示されるもので

あって，看板，日除け幕，のれん及びこれら

に類するものとして市長が認めるものの作成

及び設置に係る経費 

１／２ １００ 

木 竹 

第３条第１号ク

（景観重要樹 

木及び空地の 

整備に係るも 

のを除く。） 

植栽に係る経費 １／２ ３００ 

  



別表第２(⑵ 古民家再生促進支援タイプ) 

対象物の種別 経費の種別 助成率 
助成限度額 

（千円） 

景観重要建造物 

改修工事に要する費用（ただし，次に掲げる

ものを除く。） 

⑴ 外構工事に要する費用 

⑵ 電力，下水道又は浄化槽に係る申請手続き

又は検査に要する費用 

⑶ 国や県，市が行う他の補助制度を利用して

行う工事に要する費用 

１／３ 

６,４９０ 

都市景観形成建

築物 
３,８９０ 

別表第３ 

関係条項 内容 

第６条関係 

(助成金の交付の申

請) 

⑴ 一般タイプ 

添付資料 

1  見積書の写し 

2  建物図面等(付近見取図，配置図，平面図，立面図，その他改修工

事 

内容が確認できる書類) 

3  現況写真 

 

指定期日 

助成対象行為に着手する前 

 

⑵ 古民家再生促進支援タイプ 

添付資料 

1  事業計画書(様式第１４号) 

2  収支予算書(様式第１５号) 

3  見積書の写し 

4  建物図面等(付近見取図，配置図，平面図，立面図，その他改修工

事内容が確認できる書類) 

5  現況写真 

6  物件の登記簿の写し，課税証明書その他の当該物件の存在がわか

る書類 

7  承諾書(建物所有者と申請者が異なる場合に限る。)(様式第１６

号) 

8  誓約書(様式第１７号) 

9  耐震性が確認できる書類 

10  県事業における建物調査報告書の写し 

11   県事業における再生提案報告書の写し 

(自主提案の場合は，県事業に添付する書類の写し) 

12  県事業におけるフィジビリティ調査報告書の写し（実施した場

合） 

13  その他市長が必要と定める書類 

 

指定期日 

助成対象行為に着手する前 

第８条関係 

(申請事項の変更，

⑴ 一般タイプ ⑵ 古民家再生促進支援タイプ 

添付書類 



中止又は廃止) 第６条の指定書類に準じる 

 

指定期日 

変更（中止，廃止）事由が生じて直ちに 

第９条関係 

（交付決定額の変

更） 

⑴ 一般タイプ ⑵ 古民家再生促進支援タイプ 

添付書類 

第６条の指定書類に準じる 

 

指定期日 

変更事由が生じて直ちに 

第１０条関係 

(行為の完了報告) 

⑴ 一般タイプ  

添付書類 

1  工事請負契約書の写し 

2  完成後の写真（工事写真） 

3  清算書 

4  その他市長が必要と定める書類 

 

指定期日 

助成対象行為の完了後速やかに 

 

⑵  古民家再生促進支援タイプ 

添付書類 

1  収支決算書(様式第１８号) 

2  工事請負契約書の写し 

3  完成後の写真（工事写真） 

4  清算書 

5  耐震改修工事の実施を確認できる書類 

6  その他市長が必要と定める書類 

 

指定期日 

助成対象行為の完了後速やかに 

第１２条関係 

(助成金の請求) 

⑴ 一般タイプ ⑵ 古民家再生促進支援タイプ 

添付書類 

1  振込先等の資料 

2  その他市長が必要と定める書類 

 

指定期日 

助成対象行為が完了した日から３０日以内又は当該年度の３月末日ま

でのいずれか早い日 

第１３条関係 

(助成の対象の適正

管理) 

⑵ 古民家再生促進支援タイプ 

添付書類 

1  活用状況写真 

2  チラシ等 

3  その他活用状況がわかる書類 

 

指定期日 

報告年度の１２月２０日 

 


